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(57)【要約】
【課題】　加工が容易で、支持力が大きく、さらに貫入
能率にも優れた回転貫入杭を得る。
【解決手段】　平板を折曲加工してなる鋼製翼３を鋼管
先端面に該鋼管５の管軸方向に対して直角に固着してな
る回転貫入鋼管杭であって、鋼製翼３は、鋼管５の先端
外周に沿うように所定範囲に切込み７を設け、切込み７
を含む所定範囲を扇形状に切除して切除部９を形成し、
切込み７の各終端７ａと杭中心を結ぶ線分の延長線を折
曲げ線１１として切込み７を設けた部位の一方を上方に
折曲して上向き傾斜面部１３を形成し、切込み７を設け
た部位の他方を下方に折曲して下向き傾斜面部１５を形
成してなり、上向き傾斜面部１３および下向き傾斜面部
１５の切込み部における傾斜部と非傾斜部の交差部を溶
接で接合したことを特徴とするものである。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平板を折曲加工してなる鋼製翼を鋼管先端面に該鋼管の管軸方向に対して直角に固着し
てなる回転貫入鋼管杭であって、
　前記鋼製翼は、杭本体の先端外周に沿うように所定範囲に切込みを設け、該切込みを含
む所定範囲を扇形状に切除して切除部を形成し、前記切込みの各終端と杭中心を結ぶ線分
の延長線を折曲げ線として前記切込みを設けた部位の一方を上方に折曲して上向き傾斜面
部を形成し、前記切込みを設けた部位の他方を下方に折曲して下向き傾斜面部を形成して
なり、前記上向き傾斜面部および前記下向き傾斜面部の切込み部における傾斜部と非傾斜
部の交差部を溶接で接合したことを特徴とする回転貫入鋼管杭。
【請求項２】
　前記鋼製翼はその周方向の１箇所に前記上向き傾斜面部及び前記下向き傾斜面部を設け
ると共に、鋼製翼の下側に概略三角形の掘削刃を設けたことを特徴とする請求項１記載の
回転貫入鋼管杭。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋼製翼を鋼管先部に固着してなる回転貫入鋼管杭に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鋼製翼を鋼管先部に固着してなる回転貫入鋼管杭は、排土なしで埋設が可能であり、ま
た翼面積が大きいため、大きな支持力を確保できるという特徴を有する。
　このような回転貫入鋼管杭として、例えば鋼管外周面に螺旋状翼を付けるタイプのもの
が提案されている（特許文献１参照）。
　しかし、特許文献１に記載のものは、螺旋状翼を鋼管外周面に取り付けるため、螺旋状
翼と鋼管との溶接部は開先溶接または上下両方向から隅肉溶接が必要となり、コスト高と
なる。また、翼部からの曲げモーメントが鋼管本体に伝達されるため、鋼管本体の鋼管の
厚みを厚くする必要があり、この点でもコスト高になる。
【０００３】
　また、他の回転貫入鋼管杭の例として、鋼管先端を螺旋状に切断し、該螺旋状の鋼管先
端にドーナツ状の螺旋状羽根を固定したものがある（特許文献２参照）。
　確かに、特許文献２のものは鋼管先端に螺旋状羽根を取り付けているので、特許文献１
で問題となった、翼部から鋼管本体への曲げモーメントの伝達や、翼部の溶接の困難性の
問題は軽減される。
　しかしながら、特許文献２のものは鋼管先端を螺旋状に切断加工しなければならず、こ
の切断加工のコストが高い。また、杭の先端に開口が設けられていることから、杭の支持
力に不安がある。さらに、杭の先端に開口があるため、砂地盤においてはその施工中にボ
イリング発生の恐れがある。
【０００４】
　以上のように、特許文献２では鋼管先端を螺旋状に切断加工していることから上記のよ
うな問題があるが、直切のまま鋼管先端に掘削翼を取り付けたものとして以下の２つが提
案されている。
　鋼管の先端部に、平板状の三角板が前記鋼管中央部に突設され、前記鋼管の先端面に水
平な掘削翼が設けられるとともに、該掘削翼の先端部が互い違いに上下方向へ屈曲されて
いることを特徴とする鋼管杭（特許文献等３参照）。
【０００５】
　先端に掘削刃（４）を有し、軸回転により掘削貫入される鋼管杭（１）であって、該鋼
管杭（１）の下端の外周にフランジ状の拡底板（３）を形成し、該拡底板（３）の１ヶ所
以上に、所定の挟角θをもった２本の半径方向線が交わる鋼管杭（１）の外周点を回転軸
として、該２本の半径方向線をそれぞれ鋼管杭（１）の逆回転方向へ所定の角度（α、β
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）だけ回転させてなる線分の間を切欠いて逃し開口（３０）を形成し、かつ、該逃し開口
（３０）の正回転方向側の縁部には、所定の傾斜角で逆回転側上方へ延びる上刃（３１）
を取り付けると共に、該逃し開口（３０）の逆回転方向側の縁部には、所定の傾斜角で正
回転側下方へ延びる下刃（３２）を取り付けて、なることを特徴とする回転貫入鋼管杭（
特許文献等４参照）。
【特許文献１】特開２００１－３１１１４７号公報
【特許文献２】特開２００１－１９３０６３号公報
【特許文献３】実用新案登録第３００８３６９号公報
【特許文献４】特開２００３－２７４７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献等３、４に記載の鋼管杭は共に鋼管杭先端に掘削翼を水平に取り付けているこ
とから、特許文献２で挙げた鋼管先端を螺旋状に切断加工しなければならない点や、杭先
端に開口があることによる支持力低下の不安がある点、については解消できると考えられ
る。
　しかしながら、特許文献等３、４にはそれぞれ以下に示すような問題がある。
【０００７】
１．特許文献３の問題点
　図９は特許文献３の鋼管杭の掘削翼の説明図であり、掘削翼における先端部の屈曲前の
状態を示している。特許文献３の掘削翼は、図９に示すように、矩形状の平板の４隅を対
角線方向に切断線を入れ、その切断線の両側の部分を上下反対方向に屈曲して掘削翼の先
端部を形成するというものである。
　特許文献３に記載のものは、掘削翼の先端部を形成する折り曲げ線が回転の中心を（板
の中心）を通っていない。このため、傾斜する部に当たった土砂は傾斜に沿って動かず、
推進力が弱く、施工能率が悪いという問題がある。
【０００８】
２．特許文献４の問題点
　特許文献４のものは、折り曲げ線を意図的に半径方向からα、βだけずらしている。（
回転方向とは逆方向にずらしている。）明細書の記載によれば土砂を刃で側方周囲に排出
させて圧密させ、硬い地盤でも効率的な貫入性を確保する（貫入抵抗を減らす。）と説明
されている。この説明から、発明者は、鋼管から離れた位置に土砂を圧密させて鋼管周囲
直近の密度を低下させ、もって貫入時の周面抵抗を減少させることを意図したものと推察
される。
　確かに、刃の向きを考えれば、土砂は鋼管から離れる方向に移動すると考えられる。し
かし実際には、特に硬い地盤では、刃の上面を通過するときは一瞬側方に移動するが刃を
通りすぎるとすぐに元に戻ってしまう。つまり、土砂、特に固い土では弾性的な性質が強
く、短時間では圧密せず、発明者の意図は発揮できない。
【０００９】
　回転貫入鋼管杭の貫入原理は、杭体を回転すると羽上面の土砂が圧縮力を受け、その反
作用として下方向きの力を傾斜部（刃）に及ぼすために杭体に下方への推進力が作用する
ことにある。
　しかし、特許文献４のように折り曲げ線を半径方向からずらすと、土砂はまっすぐ傾斜
面を登らずに斜めにのぼっていき、その結果大きな推進力が発生しない。その結果、発明
者の意図とは反対の効果を生じることになる。
【００１０】
　また、特許文献４の傾斜部（刃）は翼（拡底板）を折り曲げ加工するのではなく、別途
取り付けとなっているため、製作コストが高いという問題もある。このように別途取り付
けにしたのは、刃を半径方向からα、βだけずらすため、折り曲げ加工しにくいためと推
察される。
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【００１１】
　また、特許文献４においては、拡底板を上から見た場合、支持力を大きくすることを目
的に、下向き刃と上向き刃が重なるようにすることを推奨している。
　しかし、実際には杭に鉛直力が作用したとき拡底板下の土砂は一体となって圧縮力に抵
抗するため、多少隙間があっても支持力にほとんど悪影響しない。それよりも、下向き刃
と上向き刃が重なるようにすると上刃と下刃のクリアランスが小さくなるため、大きな礫
が通過しにくく、土砂が詰まりやすく、貫入能率低下の原因になる。
【００１２】
　本発明はかかる課題を解決するためになされたものであり、加工が容易で、支持力が大
きく、さらに貫入能率にも優れた回転貫入杭を得ることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
（１）本発明に係る回転貫入鋼管杭は、平板を折曲加工してなる鋼製翼を鋼管先端面に該
鋼管の管軸方向に対して直角に固着してなるものであって、前記鋼製翼は、杭本体の先端
外周に沿うように所定範囲に切込みを設け、該切込みを含む所定範囲を扇形状に切除して
切除部を形成し、前記切込みの各終端と杭中心を結ぶ線分の延長線を折曲げ線として前記
切込みを設けた部位の一方を上方に折曲して上向き傾斜面部を形成し、前記切込みを設け
た部位の他方を下方に折曲して下向き傾斜面部を形成してなり、前記上向き傾斜面部およ
び前記下向き傾斜面部の切込み部における傾斜部と非傾斜部の交差部を溶接で接合したこ
とを特徴とするものである。
【００１４】
（２）また、上記（１）に記載のものにおいて、前記鋼製翼はその周方向の１箇所に前記
上向き傾斜面部及び前記下向き傾斜面部を設けると共に、鋼製翼の下側に概略三角形の掘
削刃を設けたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明における回転貫入鋼管杭は、平板を折曲加工してなる鋼製翼を鋼管先端面に該鋼
管の管軸方向に対して直角に固着してなるものであって、前記鋼製翼は、杭本体の先端外
周に沿うように所定範囲に切込みを設け、該切込みを含む所定範囲を扇形状に切除して切
除部を形成し、前記切込みの各終端と杭中心を結ぶ線分の延長線を折曲げ線として前記切
込みを設けた部位の一方を上方に折曲して上向き傾斜面部を形成し、前記切込みを設けた
部位の他方を下方に折曲して下向き傾斜面部を形成してなるので、以下のような種々の効
果を奏する。
・平板を折曲加工してなる鋼製翼を鋼管先端面に該鋼管の管軸方向に対して直角に固着し
ているので、翼を取付ける鋼管先端を螺旋状、または斜めに加工する必要がなくコストが
安い。
・鋼管と翼の接合を片側隅肉溶接で行うことができるため、翼の取り付け費用が安い。
・杭先端は完全閉塞のため、支持力が大きくその信頼性も高い。また、施工中にボイリン
グも発生しない。
・折り曲げ線を鋼管の径方向と一致させることにより、傾斜方向は杭の回転方向と一致す
るため、大きな推進力が得られる。
・上向き傾斜部と下向き傾斜部の間に切除部を設けたことにより、クリアランスを大きく
することができ、土砂が通過しやすく施工能率が向上する。
・前記上向き傾斜面部および前記下向き傾斜面部の切込み部における傾斜部と非傾斜部の
交差部を溶接で接合したので、杭を回転貫入時、および供用後の鉛直力作用時に翼に（傾
斜部を含む）土砂から反力が作用したときに、切込み部に対する応力集中を軽減すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態１に係る回転貫入鋼管杭の説明図である。
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【図２】図１に示した回転貫入鋼管杭の一部の拡大断面図である。
【図３】図１に示した鋼製翼３の加工前の状態を示す平面図である。
【図４】図１に示した回転貫入鋼管杭の鋼製翼の側面の端面図である。
【図５】図１に示した鋼製翼３の下向き傾斜部１５の基端部の拡大図である。
【図６】本発明の実施の形態２に係る鋼製翼の説明図である。
【図７】本発明の実施の形態３に係る回転貫入鋼管杭の側面端面図である。
【図８】本発明の実施の形態３に係る回転貫入鋼管杭の底面図である。
【図９】特許文献３に記載の従来例の説明図である。
【図１０】特許文献４に記載の従来例の説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
［実施の形態１］
　図１は本発明の一実施の形態に係る回転貫入鋼管杭の説明図である。本実施の形態の回
転貫入鋼管杭１は、図１に示すように、円盤状の平板を折曲加工してなる鋼製翼３を鋼管
先端面に該鋼管５の管軸方向に対して直角に固着してなる回転貫入鋼管杭であって、鋼製
翼３は、鋼管５の先端外周に沿うように所定範囲に切込み７を設け、切込み７を含む所定
範囲を扇形状に切除して切除部９を形成し、切込み７の各終端７ａと杭中心を結ぶ線分の
延長線を折曲げ線１１として切込み７を設けた部位の一方を上方に折曲して上向き傾斜面
部１３を形成し、切込み７を設けた部位の他方を下方に折曲して下向き傾斜面部１５を形
成してなるものである。以下、さらに詳細に説明する。
【００１８】
１．杭本体と鋼製翼の固着部
　図２は鋼管５と鋼製翼３の固着部の拡大図である。杭本体を構成する鋼管５と鋼製翼３
は、図２に示すように、互いに直角に配置され、鋼管の外側で隅肉溶接により固着されて
いる。
　このように、鋼管５の先端を斜め状や、螺旋状に加工することなく、また鋼製翼３を隅
肉溶接にて固着しているので、鋼製翼３の取り付けが容易であり、コストも低減できる。
【００１９】
２．鋼製翼
　図３は鋼製翼３の折曲げ加工前の状態を示す平面図であり、図３において、切込み線を
太線で示してある。以下、図３に基づいて鋼製翼３の加工方法を説明する。鋼製翼３は、
図３に示すように、鋼管５の先端外周に沿うように所定範囲に切込み７を設け、切込み７
を含む所定範囲（切込み線７の中央部）を扇形状に切除して切除部９を形成する。そして
、切込み７の各終端７ａと杭中心Ｏを結ぶ線分の延長線を折曲げ線１１として切込み７を
設けた部位の一方を上方に折曲して上向き傾斜面部１３を形成し、切込み７を設けた部位
の他方を下方に折曲して下向き傾斜面部１５を形成する。
【００２０】
　鋼製翼３は、上向き傾斜面部１３および下向き傾斜面部１５を形成するのに際して、切
込み７の各終端７ａと杭中心Ｏを結ぶ線分の延長線である折曲げ線１１に沿って折り曲げ
加工をしているので、上向き傾斜面部１３および下向き傾斜面部１５の傾斜方向は杭の回
転方向と一致し、このため回転貫入時に大きな推進力が得られる。
【００２１】
　図４は上記のようにして折曲げ加工した鋼製翼３の側面の端面図である。鋼製翼３にお
いて、切除部９を形成したことにより、上向き傾斜面部１３と下向き傾斜部１５の間に大
きなクリアランス１７が形成される。このような大きなクリアランス１７を形成すること
で、杭の施工時に土砂が通過しやすく施工能率が向上する。
【００２２】
　図５は鋼製翼３の下向き傾斜部１５の基端部の拡大図であり、図５（ｂ）は図５（ａ）
における丸で囲んだＡ部を側面から見た拡大図である。
　この実施の形態の鋼製翼３は、図５に示すように、下向き傾斜部１５を形成するに際し
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て、折曲げ線１１に沿って折り曲げたときに下向き傾斜部１５の内側辺部と鋼製翼３にお
ける水平部とが交差する交差部１９が生ずるが、この交差部１９を溶接により固着したも
のである。
【００２３】
　杭を回転貫入時、および供用後の鉛直力作用時に翼に（傾斜部を含む）土砂から反力が
作用すると、切込み７の端部７ａの周辺に応力集中が発生し、材料強度が十分強くない場
合には破損する恐れがある。そこで、この応力集中を軽減するために上述のように、交差
部１９を溶接で接合したものである。
　なお、上向き傾斜部１３についても同様である。
【００２４】
　以上のように構成された本実施の形態の回転貫入鋼製杭においては、鋼管５を回転させ
て地盤に貫入させる際、下向き傾斜部１５が、まだ乱されていない地盤の掘削を行うと共
に杭体を下方に引きずり込む推進力を得るように機能する。また、上向き傾斜部１３が推
進力を得るように機能する。これら、下向き傾斜部１５および上向き傾斜部１３の機能に
よって、回転貫入鋼管杭１は地盤に貫入する。そして、上向き傾斜面部１３および下向き
傾斜面部１５の傾斜面が杭の回転方向と一致するため、大きな推進力が得られる。
　また、鋼管５の先端は軸方向に直角であることから、鋼管先端を螺旋状、または斜めに
加工する従来例に比較して製造コストを安くできる。
　さらに、杭先端は完全閉塞のため、支持力が大きくその信頼性も高く、また、施工中に
ボイリングも発生しない。
【００２５】
［実施の形態２］
　図６は本発明の実施の形態２に係る回転貫入鋼管杭の鋼製翼３の側面の端面図である。
本実施の形態においては、上向き傾斜面部１３の傾斜角度θ1を下向き傾斜面部１５の傾
斜角度θ2より大きくしたものである。このようにした理由は以下の通りである。
【００２６】
　下向き傾斜部１５の機能は、まだ乱されていない地盤の掘削、および杭体を下方に引き
ずり込む推進力を得ること、の二つの機能である。一方、上向き傾斜部１３の機能は推進
力を得ることのみである。
　推進力は、傾斜が大きいほど大きくなるが、回転抵抗も大きくなるため、施工に必要な
トルクも大きくなる。特に、下向き傾斜部１５はまだ乱されていない地盤の掘削をするた
め角度が大きくなるとトルクが大きくなる。一方、上向き傾斜部上面の土砂は、既に下向
き傾斜部１５で乱されて軟化しているため、角度が小さいと大きな推進力を得られない。
このような理由から上向き傾斜部１３の傾斜角度は下向き傾斜部１５の傾斜角度よりも大
きく設定したのである。
【００２７】
　この上向き傾斜部１３の傾斜角度を下向き傾斜部１５の傾斜角度より大きくすることの
効果を確認するため、外形267.4mm鋼管杭で実際の地盤（深さ約2mm、N値が約40）を掘削
する試験を以下の３つのケースA,B,Cについて行った。
ケースA：　下向き傾斜部の傾斜角度　30度　　上向き傾斜部の傾斜角度　30度
ケースB：　下向き傾斜部の傾斜角度　20度　　上向き傾斜部の傾斜角度　30度
ケースC：　下向き傾斜部の傾斜角度　30度　　上向き傾斜部の傾斜角度　20度
【００２８】
　試験の結果、貫入速度は、B,A,Cの順であった。このことから、上向き傾斜面部１３の
傾斜角度θ1を下向き傾斜面部１５の傾斜角度θ2より大きくすることで、貫入効率を向上
させることが実証された。
　なお、実用的には、上向き傾斜部の傾斜角度は25～40度、下向き傾斜部の傾斜角度は15
～30度の範囲に設定するのが好ましい。
　上向き傾斜部の傾斜角度が40度を超えると鋼管周囲の地盤の乱れが大きくなりすぎて周
面摩擦が低下する。また、下向き傾斜部の傾斜角度が15度より小さくなると、回転トルク



(7) JP 2010-281205 A 2010.12.16

10

20

は小さくなるが、１回転当たり貫入量が減って施工能率が低下する。
【００２９】
［実施の形態３］
　図７、図８は本発明の実施の形態３の説明図であり、図７が側面端面図、図８が底面図
である。図７、図８において実施の形態１と同一部分には同一の符号が付してある。
　本実施の形態の回転貫入鋼管杭は、鋼製翼３の下側に概略三角形の掘削刃２１を設けた
ものである。
　鋼製翼３の中央部は水平であるため、中央部での掘削機能がない。そこで、鋼製翼３の
中央部に略三角形の掘削刃２１を設け、この掘削刃２１によって地盤掘削機能を補うよう
にしている。
　また、本実施の形態の鋼製翼３はその円周方向の１箇所に傾斜部を設けているため、鋼
製翼３自体が非点対称となっており、貫入時に地盤から偏心した力を受けやすく、その結
果、芯ずれを発生しやすい。この点、本実実施の形態の略三角形の掘削刃２１を設けるこ
とで、貫入時の偏芯を防止することができる。
　もっとも、三角形板は必需のものではなく、施工深さや地盤の固さに応じて取付ければ
よい。
【００３０】
　また、本実施の形態３の鋼製翼３は、その下向き傾斜部１５の先端部に切欠き部１５ａ
を設けている。このように、切欠き部１５ａを設けることで、貫入時の抵抗を小さくして
回転トルクを小さくできる。
【００３１】
　なお、上記の実施の形態１～３においては、鋼製翼３の１箇所に傾斜部を設けた例を示
したが、本発明はこれに限られるものではなく、鋼製翼３の複数箇所に傾斜部を設けるよ
うにしてもよい。この場合、杭中心に対して対称となる部位に傾斜部を設ければ、貫入時
の偏芯を防止することができる。
【符号の説明】
【００３２】
　１　回転貫入鋼管杭、３　鋼製翼、５　杭本体、７　切込み、９　切除部、１１　折曲
げ線、１３　上向き傾斜面部、１５　下向き傾斜面部。
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